
映画　四つの空「いのちにありがとう」

講師　小出　朋子 氏

映画　四つの空「いのちにありがとう」(一部)

昔の丸小本店

ダ・カ・ラ・オ・モ・シ・ロ・イ

女性部会 初春の健康講座　私が私らしく生きられる理由 ～愛娘がくれた人生最高の贈り物～
日時／令和2年2月20日㈭　11：00～13：00　　会場／丸小本店　中区東桜2-18-24　　講師／㈱丸小本店　小出　朋子 氏
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バス車内の税務研修　資料

御園小学校　中越　敏文 校長

ミツカンミュージアム　榊原館長

ミツカンミュージアム

橘・大須支部日帰りバス研修　ミツカンミュージアム見学と国盛酒の文化館
日時／令和２年２月12日㈬　　行程／ミツカンミュージアム、国盛酒の文化館、活魚の美舟、魚太郎

名古屋中税務署へ「マスク」を寄贈
日時／令和2年4月2日㈭　午後

女性部会 預託事業
使用済切手３㎏・３万円 預託

日時／令和２年14日㈮　午前
会場／社会福祉法人中部善意銀行　中区三の丸１-６-１　中日新聞社２F

中区の小学校の小学一年生へ「れんらく袋」を寄贈
日時／令和２年４月２日㈭　会場／御園小学校

名古屋法人会が入手して各青年部会に配布されたマスク
（名古屋中法人会青年部会分）を会議・研修事業に活用しよ
うと考えていましたが、新型コロナウイルスの影響で事業が
ほぼ中止となってしまいました。
そうした中、名古屋中税務署法人一統括官の加藤辰男氏よ
り「税務署がマスク不足で困っている」との相談があり、青
年部会にて名古屋中税務署への寄贈を決定しました。
4月2日、事務局から名古屋中税務署の村田知英子署長に
贈呈いたしましたが、時節柄、署の希望もあり「贈呈式、記
念写真」は行いませんでした。

名古屋中税務署に寄贈したマスク

名古屋中税務連絡協議会謹製
「新学期　小学一年生�

れんらく袋」

女性部会　部会長
森田　英津子 氏
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　令和２年４月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する
法律」等が国会で成立し、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている事業者
等に対し、緊急に必要な税制上の措置が講じられました。

１ 納税の猶予制度の特例
　イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウ
イルスの感染拡大防止のための措置に起因して、多くの事
業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、無担保か
つ延滞税なしで１年間、納税を猶予する特例が設けられま
す。基本的には全ての税目が対象です（印紙で納付する印
紙税等は除く）。また、社会保険料についても同様の特例
措置が講じられます。

特例の概要
▷令和２年２月から納期限までの一定の期間（１カ月以上）
において、収入が大幅に減少（前年同期比概ね20％以上の
減）した場合について１年間納税を猶予。
▷一時の納税が困難と認められる場合に適用。
・少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮するなど納税
者の置かれた状況に配慮し適切に対応。
・収支や財産状況を示す書類の提出が必要。提出が困難な
場合は口頭説明も可能。

▷担保は不要。
▷延滞税は免除。

【申請手続】
　令和２年６月30日、又は納期限（申告納付期限が延長
された場合は延長後の期限）のいずれか遅い日までに申請
が必要です。なお、申請書のほか、収入や現預金の状況が
わかる書類を提出する必要がありますが、提出が難しい場
合には、口頭で状況を説明します。
　また、本特例は、既に納期限が過ぎている未納の国税、
地方税（他の猶予を受けているものを含む）についても、
遡って特例を適用することができます。

【適用時期】
　令和２年２月１日から令和３年１月31日までに納期限
が到来する国税、地方税について適用されます。

２ 欠損金の繰戻しによる還付の特例
　これまで、中小企業者等（資本金の額が１億円以下の法
人など）が利用可能だった青色欠損金の繰戻し還付制度に
ついて、資本金の額が１億円超10億円以下の法人も利用
可能となりました。ただし、大規模法人（資本金の額が
10億円を超える法人など）の100％子会社及び100％グ
ループ内の複数の大規模法人に発行済株式の全部を保有さ
れている法人等は除かれます。

【適用時期】
　令和２年２月１日から令和４年１月31日までの間に終

了する各事業年度に生じた欠損金に適用できます。

３ テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
　中小企業経営強化税制の対象設備である特定経営力向上
設備等に、経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に
記載された遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該
当する設備が、テレワーク等のための設備投資に係る新た
な類型（デジタル化設備）として追加されます。
　具体的には、以下の特定経営力向上設備等を取得等した
場合、即時償却又は７％（資本金が3,000万円以下の法人
は10％）の税額控除が適用できます。

新たな類型（デジタル化設備）
（ 要 件 ）�遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当

する設備
（対象設備）�機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、� �

ソフトウエア

【適用時期】
　令和３年３月31日までに取得をして事業の用に供した
場合に適用されます。

４ 消費税の課税選択の変更に係る特例
　消費税の課税事業者選択届出書（課税事業者選択不適用
届出書を含む）については、原則として課税期間の開始前
に提出する必要がありますが、新型コロナウイルス感染症
により、経営に大きな影響を受けている事業者につき、次
の適用要件に該当するときは、税務署に申請し、税務署長
の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、
課税事業者を選択する（又はやめる）ことが可能となる特
例が設けられます。

適用要件
①　特例に係る法律の施行（令和２年４月30日）後に申告期
限が到来する課税期間において、

②　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月
１日から令和３年１月31日までの期間の内、一定期間（１
カ月以上の任意の期間）の収入が、著しく減少（前年同期
比概ね50％以上減少）した場合で、かつ、

③　当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合
（注１）　原則として、消費税の申告期限は以下の通りです。
　　　　▷法人：課税期間の終了の日の翌日から２カ月
　　　　▷個人：課税期間の翌年の３月末
（注２）�　国税通則法11条（災害等による期限の延長）の規

定に基づく期限延長については、最寄りの税務署に
ご相談ください。

　なお、本特例の適用を受けて、課税事業者を選択する場
合は、課税事業者を２年間継続する必要はありません。

緊急経済対策における

税制上の措置
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症
で影響を受ける
事業者の皆様へ

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

緊急経済対策における税制上の措置緊急経済対策における税制上の措置

CC2019_HP掲載用.indd   2 2020/06/16   9:09:46
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【申請手続】
　令和２年６月30日、又は納期限（申告納付期限が延長
された場合は延長後の期限）のいずれか遅い日までに申請
が必要です。なお、申請書のほか、収入や現預金の状況が
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合には、口頭で状況を説明します。
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地方税（他の猶予を受けているものを含む）についても、
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人など）が利用可能だった青色欠損金の繰戻し還付制度に
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　中小企業経営強化税制の対象設備である特定経営力向上
設備等に、経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に
記載された遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該
当する設備が、テレワーク等のための設備投資に係る新た
な類型（デジタル化設備）として追加されます。
　具体的には、以下の特定経営力向上設備等を取得等した
場合、即時償却又は７％（資本金が3,000万円以下の法人
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４ 消費税の課税選択の変更に係る特例
　消費税の課税事業者選択届出書（課税事業者選択不適用
届出書を含む）については、原則として課税期間の開始前
に提出する必要がありますが、新型コロナウイルス感染症
により、経営に大きな影響を受けている事業者につき、次
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の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、
課税事業者を選択する（又はやめる）ことが可能となる特
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限が到来する課税期間において、
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③　当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合
（注１）　原則として、消費税の申告期限は以下の通りです。
　　　　▷法人：課税期間の終了の日の翌日から２カ月
　　　　▷個人：課税期間の翌年の３月末
（注２）�　国税通則法11条（災害等による期限の延長）の規

定に基づく期限延長については、最寄りの税務署に
ご相談ください。

　なお、本特例の適用を受けて、課税事業者を選択する場
合は、課税事業者を２年間継続する必要はありません。
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【適用時期】
　特例法の施行日（令和２年４月30日）以後に確定申告
書の提出期限が到来する課税期間について適用されます。

５  中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家
屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の措置のため、
厳しい経営環境に直面している（※）中小企業者等に対し
て、令和３年度課税の１年分に限り、償却資産と事業用家
屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を２分の１
又はゼロとする措置が講じられます。
（※）�令和２年２月～10月までの任意の３カ月間の売上高

が、前年の同期間と比べて、
30％以上50％未満減少している者 ２分の１

50％以上減少している者 ゼロ

【適用時期】
　令和３年１月31日までに、認定経営革新等支援機関等
（税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持
つ支援機関など（税理士、公認会計士、弁護士など））の
認定を受けて各市町村に申告した者に適用されます。

６  生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措
置の拡充・延長

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に
設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、生産性
革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置
について、適用対象を拡充した上で、生産性向上特別措置
法の改正を前提に、令和５年３月31日まで適用期限が２
年間延長されます。

適用要件
▷対象資産に、事業用家屋と構築物を追加
・事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設
備等とともに導入されたもの
・構築物は旧モデル比で生産性が年平均１％以上向上する
一定のもの
※事業用家屋・構築物ともに、中小事業者等の認定先端設
備導入計画に位置付けられたもの

▷生産性向上特別措置法の改正を前提に令和４年度までの２
年間に限り延長（令和５年３月31日まで）

７ 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税措置
　公的金融機関や銀行等が、新型コロナウイルス感染症で
経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る
消費貸借に関する契約書のうち、令和３年１月31日まで
に作成されるものについて、印紙税が非課税となる措置が
講じられます。
　なお、特別貸付けとは、当該機関が行う他の金銭の貸付
け条件に比し特別に有利な条件で行うものをいいます。
（注）�施行日の前日（令和２年４月29日）までに作成され

たものにつき印紙税が納付されている場合には、当
該納付された印紙税については、過誤納金とみなし
て還付されます。

８ 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
　新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延
等によって住宅への入居が遅れた場合でも、定められた期
日までに住宅取得契約が行われている等の一定の場合には
期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられる
よう、適用要件が見直されました。

適用要件
⑴　住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置
　（入居期限：令和２年12月31日⇒令和３年12月31日）
　①�　注文住宅の新築は令和２年９月末、分譲住宅、既存住
宅の取得や、増改築等は令和２年11月末までに契約が行
われていること

　②�　新型コロナウイルス感染症の影響で、注文・分譲・既
存住宅又は増改築等の住宅への入居が遅れたこと

⑵　既存住宅を取得した際の住宅ローン控除の入居期限要件
（取得日から６カ月以内⇒増改築等完了の日から６カ月以内）
　①�　既存住宅取得の日から５カ月後まで、又は関連税制法
の施行の日（令和２年４月30日）から２ヵ月後まで、い
ずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること

　②�　取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コ
ロナウイルス感染症の影響で、増改築等後の住宅への入
居が遅れたこと

９ その他の項目
・自動車税、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の特例措
置の延長

　自動車税、軽自動車税環境性能割の税率を１％分軽減す
る特例措置の適用期限が６カ月延長され、令和３年３月
31日までに取得した自家用乗用車（登録車・軽自動車）
について適用されます。

・耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用
要件の弾力化

　耐震基準不適合既存住宅を取得後に耐震改修した場合の
不動産取得税の特例措置について、当該住宅をその取得の
日から６月以内に入居できなかった場合でも、一定の要件
を満たせば、令和３年度末（令和４年３月31日）までの
入居分については、当該特例措置を適用できるなど所要の
措置が講じられます。

・文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対す
る払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用

　政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツイベント
を中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを
請求しなかった場合には、一定の条件のもと、放棄した金
額について、寄附金控除（所得控除又は税額控除）の対象
となりました。

公益財団法人

全国法人会総連合
〒160-0002　新宿区四谷坂町5-6
FAX：03-3357-6682

 （公財）全国法人会総連合 

〒160-0002 新宿区四谷坂町 5-6 

ＦＡＸ：03-3357-6682 

全法連ホームページ 

新型コロナウイルスに関する対策リンク集 

 （公財）全国法人会総連合 

〒160-0002 新宿区四谷坂町 5-6 

ＦＡＸ：03-3357-6682 

全法連ホームページ 

新型コロナウイルスに関する対策リンク集 
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全国法人会総連合だより

NAKA 令和２年夏号　11



シリーズシリーズ

この人この人

感
謝
と
反
省
の
な
い
と
こ
ろ
に
幸
せ
は
な
い

いい時代に生まれて幸せ
――小堀さんはアナウンサー生活45年、昭和・平成・令和の
時代を生きてこられました。
戦争もなく、いい時代に生まれて、生きているんだなぁと
思っています。
戦後間もなく生まれてモノがない時代でしたが、様々な工
夫を凝らし、オリジナリティーのある文化をつくってきまし
た。友だちは、兄貴の古いクラシックギターに電池やコイル
を繋げてエレキギターを作っていました。LPレコードを買う
にも昼飯を抜いてお金を貯めて買った時代です。
平成になってバブルやリーマンショックなどがありました。
僕らのように貧乏の時代から成長してきたのではなく、最初
からモノがある平成の人たちは逆境に弱いかも知れませんね。
父親の時代は戦争があり大変でしたし、若い世代の人たち
からは「年金ももらえるし勝ち逃げですね」と言われると申
し訳ない気持ちはあります。
僕らの時代はパソコンもなく、楽しみはテレビかラジオし
かありませんでしたから、放送局は景気のいい時代でした。視
聴率も良く、御祝儀みたいなものも貰えて、そう話すと「い
つの時代ですか？」と言われるように、いまや放送局は安泰
な企業ではなくなっています。自動車業界でも世界のトヨタ
が今年ベースアップはなかったですし、令和はどうなってい
くかと思います。

フ
リ
ー
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー　
　

小
堀　
勝か

つ

啓ひ
ろ 

氏
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ラジオとテレビは違うメディア
――ラジオとテレビのパーソナリティーの違いはありますか。
テレビとラジオは別のメディアと思っています。ラジオは
聴いている人と話している人と１対１、「あなた」と「私」み
たいな関わり方ですが、テレビは一人対多勢というメディア
です。ラジオでやっている表現で、テレビでやっていても伝
わりません。
ラジオでパーソナリティーをやって、ある程度のポジショ
ンになってから夕方のテレビ番組『ミックスパイください』
をやることになったのですが、そのときディレクターに「ラ
ジオの感じをテレビでそのまま」と言われたのです。２～３
年過ぎた頃、思うことがあってパーソナルな表現を捨てたの
です。その１～２年後、ようやくプロデューサーやディレク
ターに「やっとラジオの調子が出てきたね」と言われました。
ラジオの表現を捨ててテレビの表現にして、それでやっと同
じように見えるのだなと思いました。それから何年かしてラ
ジオに戻ったとき、これがまた大変で、ラジオのリスナーの
皆さんに「余

よ

所
そ

余
よ

所
そ

しい」とか「気取っている」とか言われ
て、それでまた悩みました。
いまの若いアナウンサーの人たちはテレビもラジオも巧く
やっておられて大したものだと思います。
――ラジオ番組で大切にしていることをお聞かせください。
自分の気持ちを素直に出すということです。
テレビで政治やニュース情報について話をするとき、何か
問題があっても「あいつ、絶対ウソついているね」「ダメだ
ね」とコメントできませんが、ラジオですと正直な気持ちが
言えます。
NHKの前々会長が「政府がシロというものをクロとは言えな
いでしょう」と答弁し大問題になりましたが、おかしいものを
「おかしい」と言えないのはメディアとして死んだも同然です。
しかし、先輩のアナウンサーに「アナウンサーは放送の矢
面に立っている仕事。言ってしまったら言葉は消しゴムで消
せない」と言われたことは心に留めています。

十勝観光大使
――お生まれはどちらですか。
北海道帯広市です。去年の朝ドラ『なつぞら』の舞台になっ
たところで、十勝の観光大使を務めています。
広大な自然がいっぱいのところでいいねと言われますが、僕
は町中で育ちました。家は料亭で大家族で経営していました。
母は体が弱く、伯父夫婦に育てられました。水商売でしたか
ら早熟で、板前さんとか若い衆がいっぱいいて、花札のいか
さまのやり方、エロ本を見せてもらったり、わいわい楽しく
暮らしていました。
――ご兄弟は？
姉がいましたが、病気で亡くなりました。母は僕が小２の
とき38歳で亡くなり、数年後父が再婚しまして、弟がいます。
大家族で育ちましたが、可哀想だと、とても大事にしても
らいまして、家内も「あなたはこんなに大事にされていたん
だね」と驚くほどでした。
「誰とも事を構えないように」と躾られました。また父がよ
く言っていたのは「一番ダメなのは威圧感を与える人」です。
料亭ですから、そういうお客様がおられたのでしょう。そう
ならないようにと心掛けています。
――学生時代の思い出話をお聞かせください。
高校は帯広の柏

はく

葉
よう

高校で、卒業生に中島みゆきさん、ドリ
カムの吉田美和さん、TBSの安住紳一郎アナウンサーがおら
れます。自由な校風で、僕らが卒業してからしばらくして制
服がなくなり私服通学になりました。
大学は東海大学です。日本で最初の民放FM放送局「FM東
海」を、当時の学長、郵政大臣であった松前重義氏の権限で
始められました。
アナウンサーを目指していましたから放送局に入社したく
て受験雑誌を見ていたら、東海大学がFM放送をしているの
を知って、ここだと思って入学しました。でも大学２年のと
き本放送になって「FM東京」という名前に変わって、大学
とは実質的に経営権が離れてしまいました。エーッ！！と驚き
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ましたが、よく考えたら、東海大学に入ったらFM東海に入
れるとはどこにも書いてありませんでしたね（笑）。
――この道を選ばれたきっかけは？
中学から高校まで役者になりたいと思って演劇部に入って
いました。高校のとき放送部も掛け持ちしていて、放送コン
クールに出場することになったのですが、朗読部門で出る人
がいなくて、演劇部の僕なら上

う

手
ま

いだろうということで出場
しました。十勝地区予選で１位になり、全道大会で２位、全
国大会で３位になり、これはイケると思いました。
考えてみれば、自分の楽しかったことや経験を人に伝える
のが子どもの頃から好きだったですね。
僕らの世代ですと映画が娯楽でした。町には映画館が５、６
軒あり、同級生に映画館の子どもがいたのでタダでみんなで
映画を観て、友だちに映画の内容や面白さをよく話していま
した。それで話すことが仕事になるといいなと漠然と思って
いたと思います。父に相談したら、芝居では食べていけない
が、放送局ならいいのではないかと納得してました。
――アナウンサーとして印象的な出来事はありますか。
東日本大震災です。当事者ではありませんが、昼のワイド
番組の担当をしていた本番中に揺れました。いろいろなコー
ナーがあったのですが全部止めて、共同通信社からの情報を
入れたり、報道局とやりとりしながら総動員で入ってくる情
報を流したりしていましたが、なかなか情報が入ってきませ
ん。２時間ほどしてからやっと映像などニュースが入ってき
て、１時から４時までのレギュラーでしたが、中継しながら
夜８時からの報道特番になるまで頑張って繋いだ記憶です。

受けた恩恵を還元する
――ご趣味や健康法は？
仕事と趣味の境目がないというか、映画や芝居、音楽が好
きなのでよく観に行き、それを放送で還元しています。仲介
役みたいな役割でしょうか。
打ち上げやお付き合い、たまの家内との外食以外はだいた
い家にいて、１年のうち350日くらいは家で晩飯を食べています。
家内は料理好きで料理上手です。体調はいいですし、結婚
したときから、少し太りましたが、あまり体型に変化はあり
ません。
生活は早寝早起きで規則正しいです。みんなに、「小堀さん
の生活、面白くないですねー」と言われます（笑）。愛犬と散
歩していると、「〇〇ちゃんのおじさん」と子どもによく声を
かけられます。
――大切にされているお言葉はありますか。
座右の銘は「感謝と反省のないところに幸せはない」です。
アナウンサーは、普通には行けないところへ行けますし、会
えない人に会えて、たくさんの感動をいただき感謝していま
すが、人間はいい気になり易いので「反省」を忘れないよう
にと思っています。
――名古屋へはCBCに入社されて来られたのですか？
何も縁はなかったのですが、就職先を探していたら、地方
の放送局なのにビートルズを呼んだのがCBCだったのです。
すごい！と思って入社試験を受けました。
――古希ということですが、これからの抱負、夢は？
夢はありますが、究極は「元気で長生き」です。そして何
か社会参加できたらいいなと思っています。
――今日はお忙しいところありがとうございました。小堀さ
んの私生活が意外にシンプルで驚きました。これからますま
すのご活躍を願っています。
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時代変遷に合わせた事業形態
――ご創業についてお聞きします。
1690年知多半島寺本村で創業しまして、1700年頃には城下町の
この辺り（現在の中区錦1丁目堀川沿い）に店を構えたと証文に
記載してあります。江戸元禄時代、忠臣蔵や生類憐れみの令の徳
川綱吉のときの創業です。
1805年、中川区に貯木場と木挽小屋を建設しました。
昔は、国際展示場周辺は貯木場でしたので、白鳥が木曽ヒノキ
の集積地になりました。堀川沿いに材木問屋、中川運河沿いは木
材の小売屋があったですね。
昔は木材で時計、船、航空機の一部も造っていましたから、材
木の豊富なこの地区で製造業が発達したのでしょう。

■プロフィール
元禄3年（1690）創業
　�材木屋　鈴木惣兵衛　知多郡寺本村　名古屋元材木町
享保元年（1716）
　�江戸時代尾張藩の木材屋十人衆の一人として木曽ヒノ
キを中心に営業
文化2年（1805）
　�五代惣兵衛　本願寺名古屋別院建立木材納入用の貯木
場木挽小屋を建設（現在の中川区）
大正2年（1913）
　�八代鈴木摠兵衛　名古屋商工会議所の七代会頭に選任
昭和９年（1934）材摠木材株式会社設立
平成21年（2009）名古屋城本丸御殿復元工事に携わる
平�成23年（2011）本社名古屋市中区錦一丁目（旧木挽町）
に移転し、漢字を材摠から材惣に変更
平�成29年（2017）グループ再編に伴い、材惣DMBホー
ルディングスグループの一員となる
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――明治時代になって仕事の内容が変わってきたそうですね。
弊社の危機のときです。尾張徳川の御用商人だったのが、
徳川幕府がなくなって、仕えていたお殿様がいなくなり商圏
を失いました。明治では文明開化の時代になったので、イン
フラ資材、つまり電柱・枕木という基礎資材の供給がメイン
になってきました。それは昭和の中頃まで続きました。
それから電柱・枕木がコンクリートに変わってきたので、
その仕事はグループ内の大日コンクリートという関係会社に
移管されて行きました。
昭和の中・後期は木材問屋というポジションで、輸入丸太
の原木や国産材の卸業になってきました。いまは問屋業の役
割が減ってきて、住宅資材関連が業務の核になっています。
例えば、木造住宅の建築木材をコンピュータのCAD・CAM
でプレカット加工し住宅会社や工務店に納めたり、2×4工
法パネルの生産など、小売に近い業務形態になってきました。
あとグループの大日本木材防腐では木材の防腐事業もやっ
ています。電柱や枕木は腐らないように化学薬品を注入する
のですが、その技術は住宅用の土台や外構木材等に利用され
ています。
基本は木材・建材が8割位ですが、木材・建材等の物流業、
サッシなど、事業領域はM＆Aなどで増えています。太陽光
発電、不動産賃貸業なども手掛けていて、事業内容を時代に
合わせて変化させてきました。

名古屋城本丸御殿の材料も調達しました。あと金シャチ横
丁の宗春ゾーン建物の構造材もプレカットして納めました。
――本丸御殿の材木はずいぶん高価なのでしょうね。
柱1本が物によりますが数百万円位します。
でも一般の木造住宅の並木材の柱は安価で、3m（10.5㎝
角）で2千円から3千円ですよ。張り合わせた集成材も増え
てきています。昔は、家造りは大工さんの腕次第ということ
もありましたが、今はコンピュータで図面に合わせて正確に
カットして出荷していますから安くて狂いが少なく、均質に
良い家ができる時代になりました。

スポーツに打ち込んだ学生時代
――子どもの頃はどんな少年でしたか。
スポーツ好きでした。『巨人の星』とかスポ根世代ですか
ら、学校が終わると校庭で草野球をやっていましたし、陸上
や水泳も頑張りました。
――学生時代の思い出をお聞かせください。
一番の思い出は、高校は旭丘でしたが、陸上部で意外に頑
張れて400m走を名北地区で3位、愛知県地区で6位になった
ことです。1600mリレーも旭丘は名北3位入賞でした。中学
時代から短距離も長距離も早かったのですが、一番通用する
のが400mだったのです。400m走は陸上で一番苦しいと言わ
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